
国立大学法人東京医科歯科大学統合国際機構 
日本語研修コース規則 

 

平成１６年 ４月 １日  

規 則 第 ２ ３ ８ 号  

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学統合国際機構規則（平成２８年

規則第７６号）第４条第７号の規定に基づき、東京医科歯科大学統合国際機構（以

下「機構という。」）日本語研修コース（以下「日本語研修コース」という。）の実施

に関し、必要な事項を定める。 

 

（研修資格） 

第２条 日本語研修コースの研修生（以下「日本語研修生」という。）となることがで

きる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 国費外国人留学生制度実施要項（昭和２９年３月３１日文部大臣裁定）の規定

に基づき、大学院等への入学に先立ち日本語及び日本事情教育を受ける研究留学

生 

(2) 前号に掲げる者のほか、外国人留学生で統合国際機構長（以下「機構長」とい

う。）が適当と認めた者 

 

（受入れ人員） 

第３条 日本語研修生の受入れ人員は原則として１５人とする。 

 

（研修期間及び開始時期） 

第４条 日本語研修コースの研修期間は６か月とし、その開始時期は、４月及び１０

月とする。 

 

（選考等） 

第５条 日本語研修生の選考は、機構内における検討結果等を参酌し、機構長が行う。 

２ 学長は、前項の規定により選考された者で、所定の手続きを完了した者に、研修

を許可する。 

 

（教育課程等） 

第６条 日本語研修コースの教育課程及び履修方法は、機構内における検討結果等を

参酌し、機構長が別に定める。 

 

（研修の中止） 

第７条 日本語研修生が研修を中止しようとするときは、その理由を付し、機構長に

願い出なければならない。 



２ 前項の願い出があったときは、機構内における検討結果等を参酌し、機構長がこ

れを許可する。 

３ 機構長は、日本語研修生が研修を継続することが適当でないと認めたときは、機

構内における検討結果等を参酌し、研修を中止させることができる。  

 

（修了証書の授与） 

第８条 機構長は、日本語研修コースの教育課程を修了した者に対して、修了証書を

授与する。 

 

（授業料等） 

第９条 日本語研修生に係る授業料、入学料及び検定料（以下「授業料等」という。）

の額は、次に掲げる額のとおりとする。ただし、１００円未満の端数が生じる場合

には、その端数を切り捨てた額とする。  

 

授業料 入学料 検定料 

１８７，１００円  ４４，４００円 １０，２００円  

 

２ 授業料等の徴収時期は、次の各号に掲げるとおりとする。  

(1)検定料 日本語研修生を志願するとき。  

(2)入学料及び授業料  入学手続のとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第２条第１号に該当する者及び第２号に該当する者

で本学に在籍するものについては、授業料等を徴収しない。  

４ 日本語研修生が前研修期間に引き続き研修する場合は、検定料及び入学料を徴収

しない。 

５ 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。  

 

（準用） 

第１０条 日本語研修生については、この規則に定めるもののほか東京医科歯科大学

学則（平成１６年規程第４号）その他学生に関する諸規則を準用する。  

 

（雑則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、日本語研修コースに関し必要な事項は、機

構内における検討結果等を参酌し、機構長が別に定める。  

 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２７日規則第１９号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２３日規則第３０号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 



附 則（平成２３年１０月３日規則第９１号） 

この規則は、平成２３年１０月３日から施行する。 

附 則（平成２４年３月１日規則第３０号）  

この規則は、平成２４年３月１日から施行し、平成２３年１０月１日から適用する。  

附 則（平成２８年７月１日規則第１１３号） 

この規則は、平成２８年７月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 


